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研究成果の概要（和文）：台湾における日本統治時代の地方行政機関の文書には、台湾総督府に引き継がれた旧県文書
のほか、近年、日本の村文書に相当する台北州の鶯歌庄文書や台中州の内埔庄文書などの文書なども現存していること
が判明した。これらの末端機関の文書を分析した結果、県よりも下部組織である街のさらに下部にあたる庄の文書の編
綴方法は、案件項目ごとに分類され、年度ごとに編綴されていたことが判った。その理由は、直接住民にかかわるため
案件が多種多様で、本府と同様の門類分類が出来なかったと思われる。つまり、収受・回覧・決裁・保存に関わる基本
的な文書管理は同様だが、中央と地方は全く異なる構造をもった文書群であったことが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：In the documents of the local offices of the Taiwan Governor-General During 
Japanese Occupation, documents of Yingge and Neibu District equivalent to the Japanese local documents, 
in addition to the documents which have been handed over by the Taiwan Governor-General Office. After 
having examined the documents of the extremists organizations mentioned above, the filing method of the 
feudal organization-which is in a lower position in respect of the city and of the region -is 
characterized by a division by topic and by year. This is due to the difficulty in adopting the same 
classification as the central government because their matters directly concerned civilians and for that 
they were various and numerous. In other words, the basic rules of the filing method concerning the 
reception, the circulation, the decision, and the conservation of the documents were similar, but they 
were completely different between the central government and the local government if we consider its 
structure.
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１．研究開始当初の背景 
これまでの調査研究では、主に、国史館台

湾文献館（以下、「台湾文献館」と称す）が
所蔵している台湾総督府の本府の文書であ
る「台湾総督府公文類纂」を収集し分析を行
ってきた。 
次いで、本府に引き継がれた旧県（台北

県・台南県・台中県・新竹県・台東庁・鳳
山県・嘉義県）の文書の調査を実施し、近年
移管または寄贈された台湾総督府の地方自
治体の文書、現在の台湾政府の地方行政機関
や学校などの末端機関に残されている日本
統治時代の公文書類、さらに民間や私人が個
人として所蔵している台湾総督府の地方行
政機関や付属機関などの公文書類の調査を
行い、部分的に収集してきた。 
 
２．研究の目的 
日本の近代公文書の全貌が判る貴重な史

料のなかで最も纏まった形で現存する文書
が、台湾総督府文書である。これまでの調査
により、本府である台湾総督府の文書構造を
明らかにしてきたが、地方行政文書を含めた
全ての台湾総督府の文書構造は未だ解明で
きていない。だが、近年、州または県や庁、
街や庄などの地方行政機関の文書や学校の
文書などの末端組織の文書が公開されるよ
うになったことから、旧県文書を含めた台湾
総督府文書全体を把握することができるよ
うになった。このため、本研究では、さらに
地方に埋もれているさまざまな公文書の発
掘を進めるとともに、収集してきたこれらの
各地方行政機関の文書を分析し、地方行政機
関における組織構造と文書管理を明らかに
していく。 

 
３．研究の方法 
本研究は、台湾総督府文書のなかの地方行

政機関における文書構造の解明であるため、
まず、南投市の中興新村にある台湾文献館が
所蔵している明治 34 年に本府の台湾総督府
に引き継がれた旧県（台北県・台南県・台中
県・新竹県・台東庁・鳳山県・嘉義県）の文
書、台北州の鶯歌庄文書と台中州の内埔庄文
書および彰化県の花壇国民学校文書を収集
した。 
そのなかでも鶯歌庄文書は大量にあり、台

湾文献館がデータベース化を行っているが、
完全なデータベースではなく、目録は作成さ
れていないため、台湾文献館の閲覧室におい
て、簿冊に添附されている目次で件名を追い
ながらデジタル化された文書から内容を入
力し、必要な部分を印字した。旧県文書は本
府に引き継がれたため台湾総督府の文書と
しての文書群に含まれており、所蔵している
台湾文献館において、データベース検索しな
がら、デジタル化された文書を印字し、必要
に応じて内容を入力した。内埔庄文書と花壇
国民学校文書は複写本により提供されてい
るため、台湾文献館の電子複写機で複写を行

い、なお、内埔庄文書はデジタル化が完了し
ていたため、デジタル画像を印字することで
収集を行った。 
地方行政機関における組織機構および文

書管理に関するさまざまな情報、主な法令や
規則・規程・手続などの法制度については、
地方行政組織における制度と運用の観点か
らの考察を行うために台湾総督府地方官官
制・事務分掌・分課規程・処務規程・処務細
則などの各地方における主要な法令並びに
組織機構の変遷を、台湾総督府文書と府報・
州報・庁報・県報などから収集した。これら
の収集方法は、台湾文献館（南投市）および
中央図書館台湾分館（新北市）において、デ
ジタル化された文書は印刷し、文献資料は電
子複写機により複写を行った。 
 

４．研究成果 
台湾総督府は、日本の外地統治機関として

中央政府の監督下にありながらも、海を隔て
た中央から遠い地域であることから、委任統
治権を持った台湾総督の下で営まれた小国
家としても見ることができる。このように小
国家的に形成されてきた台湾総督府の行政
文書は、膨大な量で階層的に残存しており、
これまでの台湾総督府文書の研究により、次
のようなことがわかってきた。 
まず、本府である台湾総督府の文書構造を

文書の編綴状態から見ると、①編年ごとに編
綴されていること、②門類別に分類され編綴
されていること、③総務・土木・財務などは、
特殊文書として、別に編綴していること、④
編年ごとの編綴に漏れた文書、いわゆる決裁
の遅滞などの理由により門類ごとの編綴の
際に文書課に移管されていなかった文書を、
門類別を問わずに追加として纏めて編綴し
ていること、これらの四つの編綴方法により
編纂されている。一方、形態で見ると、日本
の歴史的公文書と同様に四つ目綴じであっ
た。このあったというのは、台湾総督府文書
を保管する台湾省文献委員会において洋製
本する際に綴じ紐が切られ周辺が裁断され
たために当初の形態ではなくなってしまっ
たことを意味する。つまり、公文書保存の原
則である「出処原則」が保たれていないとい
うことである。 
このほかに、編年ごとに綴じられた文書を

見る際に気をつけなければならない点は、完
結文書が文書課に送られて、文書課の職員が
それらを整理し編綴するのは、完結した年度
からおよそ八年後に、編纂し製本されている
ということである。これがどういう意味を持
つかというと、門類番号と門類名が、文書を
作成した際に立案する当該部局が記載する
門類番号や名称ではなく、編纂した年度の番
号と名称に変更されているということであ
る。変更された門類名が多く見られるという
ことは、それだけ門類名の変遷があるという
ことになる。 
次に、台湾総督府文書の内容構造を階層別



に見ると、①本府たる台湾総督府の文書史料
群としての台湾総督府文書、②台湾総督府の
附属機関である専売局文書および関係組織
である台湾拓殖株式会社の文書、③県（庁・
州）などの地方自治体における地方行政機関
の文書、④台湾総督府の地方行政機関の下部
組織である街庄などの文書で直接住民に係
わる文書、の４つの分類に分けることができ
る。 
そのうちの地方行政機関の文書は、台湾総

督府文書に編綴されている引継文書たる旧
県文書である。これは、明治 34（1901）年
に地方行政機関が県という大きな組織から
庁という小さな組織へと分割される際に引
き継がれたものである。行政単位では分割引
継が可能であったが、文書を分離して引き継
ぐことはできず、すべて本府である台湾総督
府に引き継がれている。しかし、台北・新竹・
桃園・台中・嘉義・台南の各県の警察部主管
の文書だけは、一時的に本府ではなく台北庁
において保管されていたことがわかった。結
局、台北庁での保管の際に虫害により廃棄せ
ざるを得なくなり、虫害のない文書もそのま
ま台北庁に保管されることになる。これらに
ついては、『明治三五年台湾総督府公文類纂
永久甲種』第四巻の第四五文書の「各県ヨリ
ノ引継書類整理順序ノ件」から知ることがで
きる。 
このように、台湾総督府の本府および地方

行政機関の文書は、形態においては、史料学
でいう「原秩序維持の原則」に立っていない
が、永久に残す必要のある文書は製本してか
ら保存し、そのほかの文書は仮編綴して一時
保存するか廃棄するといったように、保存に
おいては、門類名により整理され、目録が作
成されて、現在も纏まった形で保管されてい
たのである。 
本府に引き継がれた旧県文書のほかに、近

年、国史館台湾文献館（以下、台湾文献館と
略記する）に引き継がれた日本の村文書に該
当する台北州の鶯歌庄文書や台中州の内埔
庄文書、彰化県の花壇国民学校などの学校の
文書などの住民に直接関わる文書などがあ
る。これらは、中華民国政府に接収された文
書ではなく、各地方の機関がそのまま地方の
行政単位の諸機関に残されたものであった。
このほかに、台南州の行政文書のように、台
南州職員の官舎に残されたままになってい
たものが、偶々古書収集家の手にわたり、一
九九九年の台湾中部大地震の被害に遭い半
分以上が紛失するという運命を辿った文書
もある。したがって、地方の行政文書は、本
府の文書と違い、偶々残されてしまった文書
であり、その文書を見つけた人物または保存
してきた機関そして保管された場所によっ
て、その後の運命が決まってしまったのであ
った。 
さらに、これまでの地方行政機関の文書調

査において判ってきたことは、戦後間もない
時期の中華民国の公文書の形態は、日本統治

時代の形態によく似ていたということであ
る。これは、一九四七年二月に二二八事件が
発生する前までは総督府および行政機関関
係の職員が留任し、残務処理にあたっていた
ことも理由の一つと考えられよう。 
このように台湾に現存する地方自治体の

行政文書を調査し、収集を行い、これらの末
端機関の文書を分析した結果、県（庁・州）
よりも下部組織である街（町）のさらに下部
にあたる庄（村）の末端の組織文書や学校の
文書の編綴方法は、案件項目ごとに分類され、
年度ごとに分類されて編綴されていたこと
がわかった。その理由は、直接住民にかかわ
る組織体であることから、案件が多種多様で
あり、本府と同様の門類分類が出来なかった
と思われる。このことは、本府と地方の文書
管理は、収受・回覧・決裁・保存にかかわる
基本的なことは同じではあるが、分類方法が
全く異なっていたということであり、つまり、
中央の組織体と地方の末端組織体とは異な
る構造をもった文書群であったことが明ら
かになった。 
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